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５月のお知らせ 

会費引落日         10 日  

入会・退会・保険金等締切日 25 日 

       ※締切厳守でお願いします 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種公演のご案内 
 

◆対象は会員及び会員の同居家族に限ります。       ◆チケットは１公演に対し１会員２枚までとさせて頂きます。 

◆お申込みは先着順とし、座席指定はできません。     ◆取扱い枚数に達した場合は締切前でもお断りします。 

◆お申し込み後のキャンセル・変更はお受けできません。 ◆チケットはお取り寄せとなります。 

◆電話にてお申し込み下さい。     ◆下欄の公演は、各１０枚限りとさせていただきます。 

◎コロナウイルス感染拡大防止のため、互助会だよりで紹介している各種公演や催し物について、開催時期の変更や延期 

または中止の可能性がございます。 

 
仮面ライダースーパーライブ 2021 滋賀守山公演 

日時：令和３年８月２２日（日） 

１回目 １３:３０開演（１２：４５開場） 

２回目 １７:３０開演（１６：４５開場） 

会場：守山市民ホール 大ホール 
締切：令和３年６月３０日(水) 

料金：              【全席指定／税込】 

区   分  前売り    斡旋料金 

一  般 3,800 円 ３，３００円 
 

※２歳以上有料。１歳以下は保護者１名につき１名まで
膝上鑑賞可。但しお席が必要な場合は有料。 

※小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場・ご鑑賞く
ださい。 

 
音楽の扉 Room No.008 加藤景子ソロライブ ２ｎｄ 

日時：令和３年９月５日（日） 

１４:００開演（１３：３０開場） 

会場：守山市民ホール 小ホール 
締切：令和３年６月３０日(水) 

料金：                    【税込】 

区   分  前売り    斡旋料金 

全席指定 3,000 円 ２，６００円 
 

※未就学児童の入場不可。 
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 事務処理等について（お願い）  

 

☆各書類の提出締切について 

各書類（保険金請求、異動報告書等）の提出は、毎月２５日までにお願い致します。（郵送される場合は

２５日に届くようにお願いします。）それ以降に提出された書類については手続きが翌月扱いとなる場合

がありますのでご了承願います。 
 

☆会費の引き落としについて 

会費は毎月１日現在の会員数で計算をし、毎月１０日（休日の場合は翌営業日）に口座振替します。 
 

☆入退会について 

会員の入退会の手続きをされる場合は必ず会員異動報告書の提出をお願いします。（会員カードのみ、保

険金請求書のみ、電話連絡のみでは手続きができません。また日をさかのぼっての入退会はできません。） 
 

☆事業所・会員データの変更報告について 

当互助会では、入会時に記入頂きました事業所カードや会員カードをもとに、皆様の情報を管理してお

ります。そのため、「代表者が変更になった」「評議員が退職や転勤になったので変更をしたい」「事務所

を移転した」「引っ越しをした」「子どもの結婚等で家族の構成が変わった」など登録内容に変更等が発

生した場合は、変更内容を指定の用紙（変更報告書）にて当互助会までご提出ください。 

６月初旬に評議員会のお知らせを各評議員宛に発送しますので、評議員の変更がある場合は早急にお届

けいただきますよう、よろしくお願いします。（今月号にて全事業所に変更報告書（第 10-1 号）（第 10-2

号）を同封いたしますので、ご利用ください。） 
 

☆会員の追加加入について 

会員異動報告書により追加加入して頂く場合、必ず会員カード（黄色の用紙）を添付してください。会

員カードには、記入洩れのないようにご記入して頂きますようお願い致します。（特に就職年月日）また、

家族記入欄には、同居していない会員の実父母または義父母の他、養父母・継父母も続柄が判るように

ご記入ください。家族名にも必ずフリガナと続柄を記入してください。 
 

☆保険金請求時の名前のフリガナについて 

保険金請求書（結婚祝金、出産祝金）を提出される場合、必ず対象者の名前にフリガナをお願いします。 

 

 

＜互助会のうごき＞ 

５月 1 日現在 事業所数：２５１事業所 会員数：1,115 名 （５月 1 日加入：１９人 ３月末退会：１２人） 

 

 

令和３年度「共済・補助金給付対象者一覧」について 
 
前回４月のメール便にて対象事業所に送付させていただきました、令和３年度「共済・補助金給付対象者一
覧」について、「申請日がわかりにくい」というお問い合わせがありましたのでご説明します。 
 
★還暦祝金（誕生日の日以降に申請ができます）  
昭和３６年生まれ→令和３年で６０歳、昭和３７年生まれ→令和４年で６０歳（来年に申請） 

 
★勤続祝金（就職・起業した日の前日以降に申請ができます） 
＜勤続２０年＞ 平成１３年に就職（起業）→令和３年で２０年 

          平成１４年に就職（起業）→令和４年で２０年（来年に申請） 
 

＜勤続２５年＞ 平成８年に就職（起業）→令和３年で２５年 
          平成９年に就職（起業）→令和４年で２５年（来年に申請） 
 

＜勤続３０年＞ 平成３年に就職（起業）→令和３年で３０年 
          平成４年に就職（起業）→令和４年で３０年（来年に申請） 
 
令和４年に対象となる方は、該当の日が過ぎると申請することができます。令和４年１～３月
までで該当になっている会員様へ、誤って日付を記載してしまい、誠に申し訳ございません。
申請日にご注意いただきますよう、よろしくお願いします。 


